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２．ヒヤリング調査議事録�

	

	年 �月 	�日から 	

	年 �月 ��日にかけて、電子政府推進体制に関するヒヤリング調

査および、ペーパーレス化の遵守状況と課題（����）に関するヒヤリング調査を行った。

ヒヤリング先は、米国連邦内務省、行政予算管理庁（���）、連邦調達庁（���）、連邦

食品医薬管理局（*!�）、国防総省、特許庁、メリーランド州、および �%3�.�&� 4%$�

�8,�&&��,������% �$�'��"である。�

�

電子政府推進体制について、メリーランド州の �H��"���%%$� 氏と (%H�$"� ��� �$�#/"43& 氏、

�%3�,�&� 4%$��8,�&&��,�� ����% �$�'��"の �"� ���%,/$��氏と �$�#��$%.H-氏、���の !����&����

�/��%5氏、���の *$��5��,!%�%3#/氏、�%/��(�-氏および �& �$"������"�$�氏などを含む

合計 ��人にヒヤリングを行った。�

�

ペーパーレス化の遵守状況と課題（����）については、連邦内務省の ��,/��&� !�&��%&&�

氏、�%3�,�&� 4%$� �8,�&&��,�� ��� �% �$�'��" の �"� �� �%,/$�� 氏と �$�#��$%.H- 氏、��� の

!����&�����/��%5氏、���の ��'�;3�"氏と (�H�,,��)�/�氏、国防総省の A��,-�����%/�.%�氏

などを含む合計 ��人にヒヤリングを行った。�

�

以下に、ヒアリング先とその内容を示した。表に続き、各ヒヤリング内容の議事録を添付

した。�

�

図表��� ヒヤリング調査先リスト�
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	年 �月 	�日 時―�時�

参加者+���,/��&�!�&��%&&��

�/��4G��$%,3$�'��"�?��3��%$"���$ �,�.�!� �.�%��
�
�

&&�のシステムについてのシステムについてのシステムについてのシステムについて�

���（����$�&.�����#�'��"� ��$ �,�）では、鉱山などにおける土地利用料を徴収する業務
システムを ���（アプリケーション・サービス・プロバイダー）にアウトソース、	

�年
�
月より利用を開始する予定である。���では毎年約 �
億ドル分の利用料を徴収してい
るが、今後利用料の支払いは、オンラインを通じて行われることになる。このシステムは、
ピープルソフト社の �(�（業務基幹システム）の財務モジュールをカスタマイズして構築
されている。��� では、このシステムを自らの機関内に導入するのではなく、米国の大
手 ���企業 2�インターネットワークス社の施設内にインストールし、インターネットな
どを通じてアクセスすることにしている。�

�

新システム導入の背景新システム導入の背景新システム導入の背景新システム導入の背景�

従来、政府機関が利用するシステムは、各機関の業務ニーズに合わせて、� から新しいも
のを構築する、という方法が取られていた。しかしこの方法では、導入コストがかかるだ
けでなく、システムの運営、メンテナンスやアップグレードなども、独自の専門知識を持
つベンダーに委託しなくてはならず、絶えずコストがかかるという問題があった。しかし
現在では、各ソフトウェアベンダーが、性能が良く、アップグレードやメンテナンスも簡
単な、ビジネス向けの既存ソフトウェアパッケージを多く提供している。政府の業務にお
いても、これらの既存ソフトウェアに手を加えて利用したほうが、シンプルで利用しやす
いシステムを構築できるのでは、という考えが広まっている。�

�

��� でも、旧式のメインフレーム上に、独自に構築した業務システムを利用していたが、
技術が陳腐化してしまったり、業務処理が追いつかなかったりと、様々な問題を抱えてい
たため、思いきって既存ソフトウェアを利用したシステムの導入に踏み切った。�

また、��� では ���� 年より、組織全体におけるビジネスプロセスの改善プログラムも実
施している。これは業務の化や、紙ベースの書類をなるべく減らすための電子化などを含
んだ大掛かりなプログラムで、新システムの導入は、このプログラムの一環として実施さ
れている。�

�

システム導入とベンダーについてシステム導入とベンダーについてシステム導入とベンダーについてシステム導入とベンダーについて�

��� の新システムは、ピープルソフト社（システム提供）、アクセンチュア（カスタマ
イズ、導入、ユーザーサポート担当）、2�インターネットワークス（システムのホスティ
ング、メンテナンス担当）の �社によって構築、運営されている。�

�

ピープルソフト社のシステムは、政府独自のリクワイヤメントにも柔軟に対応、カスタマ
イズがしやすいという理由から選択された。このシステムをアクセンチュアが ��� のリ
クワイヤメントに併せてカスタマイズ、��� サービスを提供する 2� インターネットワー
クスのホスティング施設内に導入した。2�インターネットワークスでは、システムのホス
ティング、メンテナンスを担当しているほか、カリフォルニア州の自社施設にバックアッ
プシステムを用意、災害時やデータロスなどの際の復旧を迅速に行えるような対策をとっ
ている。システム利用にあたっての技術的な支援は、アクセンチュアの ��人の専門スタッ
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フが対応している。このように、既存のシステムに手を加えて利用するだけでなく、シス
テム運営、メンテナンスやアップグレードなどもベンダーに委託することで、��� は低
コストで最新の技術を利用することができる。�

�

契約形態契約形態契約形態契約形態�

ベンダー選びは公募で行われている。���は、����年 �
月にこれらのベンダーと契約を
結び、ベンダーは 	 年かけてシステムのカスタマイズ、導入を行った。ちょうど契約 	 年
目にあたる 	

� 年 �
 月からシステムが稼動することになっている。今後の利用契約は �

年を目処に結ばれている。最初の � 年目はベース契約であるが、その後  年間はオプショ
ン契約となっている。契約が切れる �年後には、���はまた新しいシステムベンダーを公
募し、よりよい技術を提供する企業を新たに探すことにしている。また、システムに関し
ては、��� はピープルソフトとライセンス契約を行っているため、ピープルソフトは、
システムの新バージョンが発表されるたびに、��� のシステムをアップグレードするこ
とになっている。�

�

�%導入による書類削減・効率化について導入による書類削減・効率化について導入による書類削減・効率化について導入による書類削減・効率化について�

��� では、システムを導入することによりどれだけ書類が削減できるかについては特に
試算を行っていない。また一方、コンピューターやインターネットや技術などのリソース
が無く、今だに紙ベースの書類に頼らなければならない中小企業にも対応するため、���

では、紙ベースの書類を処理するベンダーとも契約を結び、紙ベースの業務処理を委託し
ている。今後利用料支払いの何割がオンライン、紙ベースで行われるかはわからないが、
将来的には少しづつ、紙ベースでの対応を削減していけたらと考えている。�

�

また、業務を電子化・自動化することによって得られる利点として、現在アプリケーショ
ンで取り扱われている情報項目の見直しを行うことができる、という点も挙げられる。ア
プリケーションに記入されている情報には、特に必要もないのに惰性で記入されているよ
うな情報や、重複した記入事項が存在する場合が多い。業務処理の自動化を行うことで、
実際の業務に必要な情報、必要でない情報を分別し、扱うデータを減らして簡素化したり、
データの重複を避けることができる。�

�

�%利用と雇用について利用と雇用について利用と雇用について利用と雇用について�

��� がシステム導入に踏み切った理由の一つとして、今後政府における職員数の減少と
いう点を挙げることができる。現在連邦省庁に勤める人材の多くは、������ 年生まれの
ベビーブーマーであるが、今後ベビーブーマーが退職した後を、自動化システムで埋める、
という考えがあった。�

�

�� を導入し、業務を自動化することの目的は、省庁によって異なると思われる。�� 導入に
より雇用を削減したいと考える省庁がある一方で、�� 導入を通じ、単調な事務処理を機械
にやらせることで、その分、職員にはより付加価値の高い業務を行ってもらう、という目
的も考えられる。�

�

実際、�� 導入を通じて雇用を削減するべきかどうかは、政治的な問題となるところであり、
ブッシュ政権内でも議論が続けられている。最近は、民間セクターができることは民間に
やってもらい、政府は政府にしかできないような業務に専念するべき、という「餅は餅
屋」的な議論があり、アウトソースを推進する声が高まっているのは事実である。�� の調
達などはその最たるもので、政府が自ら技術やシステムを開発導入するよりも、民間が提
供する既存のものをうまく利用することで、ベストバリューのサービスや技術、商品を得
ることが可能となり、政府はその分のリソースを、さらにコアな業務に費やすことができ
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る。特に政府が今後、何か新しいプロジェクトや業務を行う場合は特に、全てアウトソー
スするべきである、と考えている。�

�

�%導入とコストについて導入とコストについて導入とコストについて導入とコストについて�

アウトソースを行うことで、初期投資を最小限に押さえることも可能である。現在、米国
で新たな調達方法として受け入れられつつあるのが「�/�$�� ��� �� ��#.」というものであり、
これは ���も奨励する調達方法である。この方法では、ベンダーが初期投資やシステムの
開発費用などを全て請け負い、政府側はコストを支払う必要が無い。その代わり、このシ
ステム構築によってセーブできた資金の何割かを、後にベンダーに支払う、というもので
ある。この方法は、政府が大規模な初期投資を行わなずに済むだけでなく、プロジェクト
が失敗した場合には政府は何も支払わずに済むため、リスクを大幅に回避できる、という
利点がある。この「�/�$�� ��� �� ��#.」による調達は、州政府などでよく利用されており、
カリフォルニア州がアクセンチュアと契約して構築した税金徴収システムなどが良い例と
して挙げられる。しかし連邦政府においては、予算が年度別であることや、議会からの理
解を得ることが必要不可欠ということで、まだ本格的な「�/�$�� ��� �� ��#.」は多数行われ
ていないのが現状である���。�

�

これらの調達方法は、法的にも問題なく、��� も支援を行っており、またトム・デービス
下院議員（バージニア州・共和党）なども支持を表明している。つまりは、今までの調達
の慣習を打ち破り、既存の調達規定をいかに読み取り、クリエーティブでビジネスマイン
ドにのっとったやり方で調達を行うことができるかが、今後の ��調達を行っていく上での
ポイントとなる。�

�

!��*��+�についてについてについてについて�

「�% �6%$5.（DDD�#% D%$5.�#% ）」は、内務省 ���調達部門内に設置されている調達サ
ービス機関である。この機関は、!�&��%&&�氏を始めとする ���内の ��名の調達スタッフ
により、���� 年に設立されたいわば「連邦政府内のベンチャー企業」であり、他の省庁に
代わり、テレコム機器や ��などの ��調達を行うというサービスを行っている。����年か
らは広告代理店を利用したマーケティングを行ってブランド名を浸透させている。連邦政
府内における ��調達を引きうける「企業」的な役割を果たす、連邦政府内でもビジネスマ
インドを持ったユニークな活動を行っている。�

�
�

��������������������������������������������������������
��������年 �月には、連邦政府初の「�.' "�����'$��+(」プロジェクトとして、教育省におけるデータベース統合プロジェ
クトが行われている。これはアクセンチュアとの契約で行われているもので、アクセンチュアは、教育省が持つ学生ロ
ーンシステムの統合と簡素化を請け負っている。このプロジェクトでは、教育省はアクセンチュアに対して初期費用を
支払うことはないが、今後 年の間に、このプロジェクトを通じて教育省がセーブすることができたコスト金額を、最
大 �?�万ドルまで支払う、という形となっている。�
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１．メリーランド州電子化の現状１．メリーランド州電子化の現状１．メリーランド州電子化の現状１．メリーランド州電子化の現状�

�

州知事によるオンライン・イニシアティブ州知事によるオンライン・イニシアティブ州知事によるオンライン・イニシアティブ州知事によるオンライン・イニシアティブ�

	


 年にメリーランド州知事により制定されたイニシアティブで、全市民へのオンライ
ン・アクセスを目標においている。営業許可証申請に係わるタイムラインは以下の通り。�

• 	

	年までに、�
％の許可申請・認証作業のオンライン化を目標。�

• 	

�年までに、��％を目標。�

• 	

年までに、�
％を目標。�

	


 年に、各機関ともに州政府より要求された �� システムのアップデートが行われてい
るため、州知事のイニシアティブにある 	

 年に �
％をオンライン化する目標は達成可
能な見通しである。�

�

オンラインの定義オンラインの定義オンラインの定義オンラインの定義�

「オンライン」の定義は、『申請書をインターネット経由でダウンロード取得することが
可能』である場合も含み、広義に使用している。営業許可認証に必要な署名手続きは、電
子認証を取得するコストが高いことから引き続き書面で行われるため、全ての手続のオン
ライン化は目指していない。�

�

オンライン化に伴う法改正オンライン化に伴う法改正オンライン化に伴う法改正オンライン化に伴う法改正�

営業申請・認可に係わる既存のメリーランド州法は広域に解釈できるものであるため、諸
手続きのオンライン化に伴う法改正もほぼ必要がなかったに等しい。�

�

予算予算予算予算�

各機関ごとに予算が編成されている。�

�

２．２．２．２． .#�.、及び独自サイト「チューズ・メリーランド（、及び独自サイト「チューズ・メリーランド（、及び独自サイト「チューズ・メリーランド（、及び独自サイト「チューズ・メリーランド（ �(����� &��
������

(���/0011123�(������
����3�� 0）」について）」について）」について）」について�

�

.#�.についてについてについてについて�

!��! は、メリーランド州の経済環境の育成、雇用促進、企業誘致・拡大を目的とする州
政府機関である。�

�

「チューズ・メリーランド」について「チューズ・メリーランド」について「チューズ・メリーランド」について「チューズ・メリーランド」について�

!��! が構築した、メリーランド州内への企業誘致に関する総合ポータルサイト。特に、
バイオサイエンスにスポットを当てて紹介している。また、メリーランド州の住環境も雇
用促進の大きな情報源と位置付け、重点をおいて紹介している。�

�

ウェブサイト構築時の留意点ウェブサイト構築時の留意点ウェブサイト構築時の留意点ウェブサイト構築時の留意点�

ウェブサイトの作成にあたって、多くの利用者にヒアリングを実地した結果を分析し、以
下の点に留意して設計した。�

操作が簡単であること。�

http://www1.choosemaryland.org/index.asp
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政府機関特有の固い印象を避け、親しみやすくすること。�

既存の複雑な手続行程を改め、単純な申請プロセスを設ける。�

営業許可申請に関連する諸機関の連絡先を多く掲載すること。�

地下鉄路線図など、利便性の高いサイトの相互リンクを多く掲載すること。�

�

システム構築システム構築システム構築システム構築�

自前のシステム部署と人員ではコストが高くつくため、実際のシステム構築は全てアウト
ソースにてまかなった。�

�

#-��（（（（#��������-���������	���������
���））））�

州知事のイニシアティブに基づき州内の営業申請・許可に関わる情報や手続きのオンライ
ン化を実地している。メリーランド州で新規に事業を始めるにあたり必要となる手続きに
関する情報や、関連する機関の概要・連絡先に至るまで、利用者の便を優先的に設計した
システムである。現時点におけるオンライン化の進捗状況は順調であり、	

 年までに申
請作業の �
％をオンライン化する目標は実現可能と予測されている。�

�

コンテンツの管理コンテンツの管理コンテンツの管理コンテンツの管理�

ウェブサイトの総合管理責任者は一人である。各人が情報管理の責任を持ってコンテンツ
を作成し、各部署に設置したゲートキーパーが総合管理責任者の承認を受諾後、本番サイ
トへ情報を掲載する。コンテンツの作成には、!��! が独自に開発した「ワード・フロ
ー・システム（6%$0� *&%D� �-."�'）」を利用することで、統一された文字形式での情報掲
載が可能になっている。�

�

外国語対応外国語対応外国語対応外国語対応�

翻訳コストが莫大なことから、英語のみで対応している。その他に、「インターナショナ
ル・ウェルカム・ページ（��"�$��"�%��&�6�&,%'�� ��#�）」を設置し、メリーランド州の概
要・地の利・住環境を７カ国語（英語、ポルトガル語、フランス語、スペイン語、中国語、
日本語、イタリア語、ドイツ語）でカバーしている。�

�

３．新規営業申請・認可作業のオンライン化による効果３．新規営業申請・認可作業のオンライン化による効果３．新規営業申請・認可作業のオンライン化による効果３．新規営業申請・認可作業のオンライン化による効果�

�

紙の削減効果紙の削減効果紙の削減効果紙の削減効果�

申請・認可手続きをオンライン化した後も、システムやデータベースの故障時に備えて情
報は書面で保管しているため、紙の使用量の大幅な削減はない。但し、営業申請者と
!��! との間で行われていた書面のやり取りが省略されたことから、封書などの郵便関連
書類は削減されている。�

�

人員削減効果人員削減効果人員削減効果人員削減効果�

プレスリリースをウェブサイトに適宜掲載することで、頻繁にあったメディアからの電話
問い合わせがなくなり、電話対応が軽減されたことは大きなメリットである。また、手続
きのオンライン化により対面窓口業務も大幅に削減される。但し、これら業務に就いてい
た人員は直ちに解雇せず、５年～�
 年の期間で配置換えなどの対処を行う方向であるため、
一概に人員削減効果があるとは言い難い。�

�

４．評価４．評価４．評価４．評価�

�

対外評価対外評価対外評価対外評価�

	

�年に実地された州のデジタル化調査（!�#�"�&��"�"���3$ �-）において「、チューズ・メ
リーランド」が �位に表彰されている。また、	

� 年４月から７月にかけて大々的にキャ
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ンペーンを行い、その認知度を上げることに成功している。�

�

利用者の評価利用者の評価利用者の評価利用者の評価�

利用者からの評価や質問に対しては、営業時間内であればリアル・タイムでの対応してお
り、高い評価を得ている。�
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�
!��!� $��5�0� 4�$."� �&�,�� ��� "/�� 	

��!�#�"�&� �"�"�� �3$ �-G� �� &��0��#� ."�"�� �&�,"$%��,� #% �$�'��"�
.3$ �-�.�%�.%$�0�H-�"/�����"�$�4%$�!�#�"�&��% �$�'��"���0�"/���$%#$�..���0�*$��0%'�*%3�0�"�%���
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	年 �月 	�日 �時―	時 �
分�

参加者：�"� ���%,/$��G�7�,���$�.�0��"�4%$���,/�%&%#-G�

�$�#��$%.H-G����% �$�'��"�*�&&%D�
�
�

評議会について評議会について評議会について評議会について�

�%3�,�&� 4%$� �8,�&&��,�� ����% �$�'��" は、市民からの意見を取り入れながら政府の価値の向
上を目指す場として ����年に設立された、無党派の非営利団体である。民間の政治への積
極的な参加と、政府の強いリーダーシップを目標に掲げ、民間企業、政府機関、学会、市
民などの橋渡しを行うことで、より広い観点での意見交換と収集の場を儲けている。現在
は、名誉会員としてジョージ・ブッシュ、カーター、クリントン、フォードら元大統領を
迎え、民間からは主に独立系の �� コンサルティング会社や �� ソリューション・プロバイ
ダーを中心とした企業も参加し、そのプレゼンスを高めている。�

�
�'!��������������������

� 政府イニシアティブは、評議会が中心となって各団体から約 	�人の代表を選抜し、�政
府に関する意見交換や勉強会を行う � 年間のパイロット・プログラムである。中立的な評
議会の立場とその活動を通して、各団体が業界を超えた横断的なネットワークを構築して
いくことによる相乗効果を狙うと同時に、政府に対するより幅広い観点からの提言を行う
ことを目標に掲げた。���� 年 ��月に約 �

 団体から構成されて開始した � 政府イニシア
ティブは、青写真が完成した �カ月の活動期間内で参加団体数を ��
まで伸ばすことに成
功している。�

�

�政府への提言政府への提言政府への提言政府への提言�

� 政府事業に向けて評議会が最も懸念する事案の一つに、政府機関と民間セクターとの間、
及び業種間にまたがる文化面での乖離がある。民間と政府の掛け橋として活動してきた評
議会の経験から、システムの技術的な統合よりも、業界ごとの独自の文化体型の融合や政
府機能の �� 化に対する意識の適応に時間がかかると見られている。評議会は、	


 年８
月と 	

� 年１月に � 政府構想に関する市民レベルでの大規模な意識調査を行い、調査結
果を政府機関へ提言することで、互いの意識の差を縮小する努力をを行っている。�

�

� 政府構想は、例えば申請書類や納税のオンライン化などの技術的な側面のみが注目され
ており、コストや人員の削減などによる政府縮小に焦点があてられがちである。評議会は、
そもそも政府の効率化を目標に掲げているのではなく、� 政府の制度導入効果としてより
価値の高いサービスを市民へ提供する 	� 世紀の政府像を求めており、注目を集めがちな
�� 技術の導入やオンライン化というのは、より早くより安いサービスを提供するためのツ
ールの一つにすぎないと考えている。スウェーデンの政府関係者が、�� 技術の導入により
得られた政府の人員削減効果を高らかに発表していたが、少なくとも米国政府は規模の縮
小を第一の目標に掲げていない。評議会はむしろ、� 政府構想の導入による政府機関の能
力向上に向けた具体的な提言を行うことを目指している。�

�

評議会の行った調査によれば、米国市民の半数以上がオンライン投票を期待していること
が明らかになっており、今後も政府のオンライン・サービスへの期待が高まるとみられて
いる。現時点においても、政府機関のホームページへは約 �
 万件の � メールが寄せられ
ており、市民の � 政府への関心の高さが表れている。� 政府構想に関するルール作りはま
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だ初期段階であり、評議会から市民や民間セクターの意見を提出する余地は十分にある。�

�

�政府構想へ政府構想へ政府構想へ政府構想への民間企業の関与の民間企業の関与の民間企業の関与の民間企業の関与�

民間企業は、� 政府構想自体が大きなビジネスチャンスと捉えており、評議会を通して積
極的に関与している。一方で、政府はオンラインでの支払方法など民間企業が大きく関与
する事業に関しては慎重に検討を続けており、未だに解決方法が見つからない状況にある。
例えば、納税方法の有力な候補として、その普及率の高さからクレジット･カードが挙げ
られていたが、カード会社へ支払う手数料の規模の大きさや、また政府が特定の民間企業
の利益を幇助することに対する問題などが取り上げられている。�

�

!$��についてについてについてについて�

一方で、�	�（政府機関対市民）においては、依然としてデジタル･デバイドの問題が立ち
はだかることも事実であり、従来通りの紙を主体とした諸手続方法のオプションも残して
いくことも、政府のサービスとして必要不可欠である。�

�

また、納税などの個人情報管理については、政府機関の信用力の更なる向上が課題となっ
ており、市民と政府の間での信頼関係の構築が求められてる。�
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	年 �月 	�日 �時―時�

参加者：�!����&�����/��%5G��$��,/�,/��4G���4%$'�"�%���%&�,-���0���,/�%&%#-�
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!$��のゴールと数値目標のゴールと数値目標のゴールと数値目標のゴールと数値目標�

����年に制定された ����（�/���% �$�'��"�����$��&�'���"�%���,"）は、政府の書類や用紙
を電子的にも提供することで、行政サービスの向上を狙ったものである。基本的に、
����のゴールとして３つが掲げられる。�

１、政府書類・サービスの電子的なデリバリーをオプションとしてもたす。�

２、政府に対する提出物において電子署名が法的効力を持つ。�

３、電子署名の普及を奨励する。�

各省庁は、	


年 �
月までに、����アクションプランを ���に提出することを義務づ
けられている。��� は、各省に対する ���� 導入ガイドラインとして、「"/�� *$�'�D%$5�

4%$� �'�&�'��"��#������9��

��
:」を ����$��&�'���"�%�という名称は、長期的な目標を意味
しており、���� 実施後、短期間でペーパー（書類）が不要になる、また紙の量が削減さ
れる、ということを大きなゴールとして掲げているわけではない。紙の削減は、より多く
のユーザー（市民およびビジネス）が電子申請を行う過程を経て結果的に実現可能なゴー
ル（�� "$��.�"�%��&� #%�&）である。���� では、数値目標を設定していない。（英国の場合、
何らかの数値目標があると聞いている）���� は、あくまでも電子デリバリーをオプショ
ンとして提供することである。	

�年 �月末の時点で、進捗状況を再度調査するが、その
ときには、����未対応のプロセスの数はかなり少なくなっていると予想される。�

�

!$��遵守状況遵守状況遵守状況遵守状況�

現在、多くの連邦政府のサービスがオンライン化されているが、	


 年 �
 月の時点で、
�G


のビジネスプロセスが未だ電子化されていない。このうちの �G


は、	

�年のデッ
ドラインまでにはオンライン化されるとみられ、残りの �G


 は、デッドラインをすぎて
からオンライン化されるか、経済的な理由（申請件数が少なすぎるため電子化する必要が
ない）や情報の機密性の理由から、オンライン化されないものとみられる。�

�

���は、各省庁の予算に対する権限を駆使することで、����遵守に対する圧力を各省庁
にかけ、� �$.�#/"（監督）を行っている。���� 遵守を優先課題としていない連邦政府機
関に対して、予算面において厳しい態度にでる可能性もある。各省庁は、プログラム運営
（例えば、学費ローン運営管理など）のために、さまざまな情報を収集しているが、その
収集方法が ���ガイドラインに則して行われていない場合、���は、そのプログラムに
対する予算を打ち切ることもできる。実際に、���� 関連でそのようなことはまだないが、
���は省庁の運営プログラムを中止させる権限を持っている。�

�

���� では、とりあえず、用紙や情報サービスのオンライン化を要求しているが、実際に
申請された書類が電子的に送られてきた場合、各省庁がどれだけ電子データをオンライン
処理できる体制にあるかどうか、そのためのインフラを持ち、処理できるシステムを持っ
ているかかなどの“バックエンド”上の体制整備をどのように進めるかをめぐり、今後、
詰めていく必要がある。	

� 年夏、結成された省庁横断的電子政府タスクフォースの中で、
電子政府実践上の問題が検討されることになっている。このタスクフォースのトップには、
���の政府任命ポスト（�..%,��"��!�$�,"%$� 4%$� �����0��&�,"$%��,��% �$�'��"）に指名された、



��	����

��$5�*%$�'��が就任した。同タスクフォースは、�
人の各省庁電子政府代表担当官から構
成され、オンライン申請の処理から支払いにいたるまで、実際のサービス取引を行うにあ
たり、さまざまな問題点を話し合い、実戦に向けての取り組みを行うことになっている。
グレイ（白黒ハッキリしていないところ）に関しては、各省庁が、それをクリアにするこ
とがのぞましく、各省庁それぞれそのように対処しているが、���が、各省庁に規制改正
するように義務づけることはない。あくまでも各省庁のルール改正は、省庁の裁量に任せ
ている。�

�

既存法律の改正既存法律の改正既存法律の改正既存法律の改正�

���� は、「通則法（新しい状況に対応するために制定されたおおがかりな法律であり、
既存の法規制の内容を自動的に取り替える）」として法律として位置づけられる。そのた
め、電子申請化を行うことで、関連する個々の法規制をそれぞれ改正する必要はない��	。
基本的に、新規に成立した法律が優先的に扱われることになり、これまでの法律は、
���� に準拠する形になる。しかし、特定の法律において、とりわけ消費者保護の点から、
「紙に書かれた署名が必要である」などと、細かく法規制上定められている場合は、厳格
に定められたルールが優先する場合もある。米国の場合、このようなグレーな領域
（���� を優先するか、細かく定められた既存のルールに従うか）は、通常、法廷に決着
がつけられることになる。�

�

一方、主に民間セクター（消費者対ビジネス、ビジネス対ビジネス）における書類のオン
ライン化については、� サイン法が制定され、これも ���� と同様に、「通則法」として、
関連する法規制をひとつひとつ改正する必要なく、過去の法規制よりもＥサイン法を優先
することで法的整備を行っている。�

�

技術中立の体制技術中立の体制技術中立の体制技術中立の体制�

���� では、認証技術を特定していない。��A 番号、�)�（デジタル署名）、バイオメトリ
ックス、パスワード、個人 �! などの技術から適するものを利用することになっているが、
�)�導入が有力な技術となっている。���では、セキュリティー、代替技術の実用性、リ
スクアセスメントなど必要な事項をクリアしていることを条件に、各省庁の �)� 導入予算
を認めるよう ��� 局長に推薦している。（必ずしも、オーソライズされるわけではな
い）。すでに、数多くの省庁が �)�導入を進めている。�

�

ＰＫＩ国際協力ＰＫＩ国際協力ＰＫＩ国際協力ＰＫＩ国際協力�

現在、カナダ、ＵＫ、オーストラリアなどの国々と、�)� 国際協力の件で、すでに話を進
めている。日本政府とも、�)� 連携・標準化の面で国際協力に向けて話し合いを進めたい
と思うので、担当者 �30-�����.%$女史から連絡がいくようにする。�

�

今後の電子政府のビジョン今後の電子政府のビジョン今後の電子政府のビジョン今後の電子政府のビジョン�

ブッシュ政権は、“市民中心型（��"�1���,��"$�,）電子政府”の推進を掲げている。今まで
のように、省庁が縦割りで市民やビジネスに行政を展開していくのではなく、サービスを
受ける側をひとまとめのコミュニティーとして捉え、そのグループに対して関連する省庁
が協力してサービスを提供していくという体制を作り上げることを狙う。例えば、中小企
業、学生、シニアなど、コミュニティー・グループごとに行政体制を構成していくという
考えである。政府をエンタープライズ（組織）として捉え、対カスタマー向けのフロント
エンドを整備すると同時に、取引先や委託事業者などをひっくるめたサプライチェーン・
マネージメントのコンセプトを根底に、限りなく効率よくフレンドリーな行政サービスを

��������������������������������������������������������
����日本では、通則法のようなアンブレラ法で対処するのではなく、電子申請化によって影響を受ける個々の法規制を
それぞれ改正する方向で進められている。�



��	����

提供し、行政母体を運営管理できるような体制を模索してく。このビジョンを達成するた
めには、省庁を超えた横断的な協力関係を不可欠であり、電子政府実現に向けて省庁間の
縦割りの撤廃を目指す。�

�
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（５）���（����$�&���$ �,�.��0'���."$�"�%�）その１�

�

	

	年 �月 �
日 �
時－��時 �
分�

参加者：��'�;3�"G��%&�,-����&-."G��44�,��%4���4%$'�"�%����,/�%&%#-�

(�H�,,��)�/��
�
�

!$��への対応への対応への対応への対応�

����年に ����が制定されたことにより、	

�年 �
月 	�日までに政府機関の取り扱う全
て申請書類のオンライン化を義務付けられたことに伴い、連邦政府内の調達を担う ���も
実務的な作業に取り組んでいる。一方、連邦政府機関でも、膨大な書類のやり取りと保管
を必要とする �(� や、国防総省のように従業員の半数以上が退役軍人や民間からの懲役軍
人で複雑な個人情報のオンライン認証技術に時間を要する機関には、���� の施行日を
	

�年 �
月 	�日まで伸ばし、	年間の猶予を与えられている。�

�

���� では、従来の紙による書類申請に代わりインターネット上で電子化された書類でや
り取りするため、その際に添付する電子署名にも法的効力を与えている。一方で、����

では電子署名に使用する �� 技術を特定をしていないため、各省庁に �� 技術を選定する権
限と責任が課せられることになる。現段階において、��� では、�)� 技術（�3H&�,� )�-�

��4$�."$3,"3$�）に署名の認証技術力が最も高いと考えており、�)� を基盤に電子署名システ
ムの構築を目指している。一方で、署名をすることに対してのみではなく、その署名の正
当性や署名を行わないまま申請が進んだ場合など、電子署名システムの構築に向かい技術
的な問題点や障害が未だに数多く残っている。�

�

$��についてについてについてについて�

��� は、�� のシステムに関して検討した結果、現在は �)� を最も有力な技術として検討
を進めており、���がリードを取って �)�に関して国際的に意見交換を行う非公式な場を
設けている。現在は、米国を始め、カナダ、豪州、英国、インド、スウェーデン、ノルウ
ェイ、オランダからそれぞれ２名づつ参加し、各国の �)� システムについてインフォーマ
ルな勉強会を行っている。�

�

米国政府は、現時点における電子署名認証システムはブリッジ �� 方法を導入する方向で
検討している。すでに同システムを施行しているイリノイ州と、政府と州の間での認証シ
ステムの互換性を持たせるべく、現在は技術開発を進めている。�

�

また、個人の給与情報を保管する社会保障局（�%,��&���,3$�"-��0'���."$�"�%�）が、個人の情
報申請手続をオンライン化しその利便性を高めたところ、本人以外が情報を引き出すこと
も可能になり社会的に大きな問題になったことから、オンライン申請システムを取りやめ
たという例がある。�

�

個人情報取り扱い上の問題点個人情報取り扱い上の問題点個人情報取り扱い上の問題点個人情報取り扱い上の問題点�

オンライン上での個人情報を取り扱うことについて、政府が個人の情報を保有し管理する
ことに関する信頼関係が、現時点では市民との間に信頼関係が築かれていないため、政府
に対する不信感が募っている。また、納税に関わる書類などの半永久的に保管する必要の
あるものと、限定された特定期間の保管のみでよい書類とのラインを明確にする必要もあ
る。また、個人情報を引き出す権限を、本人のみに限定するのか、あるいはその家族にま
で権限を付与するのかというガイドラインの策定も不可欠である。同時に、個人情報の流
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出を確実に防止するという、技術面での開発が急がれている。�

�

オンライン書類申請と電子署名認証の費用オンライン書類申請と電子署名認証の費用オンライン書類申請と電子署名認証の費用オンライン書類申請と電子署名認証の費用�

��� は、個人情報をオンラインで申請する際の電子署名の認証コストを抑える必要性を強
く認識している。一方で、認証コストの額、コストの支払方法、及び政府と個人のどちら
がコストを負担するかなど、今後の検討課題は多くあり、未だに具体的な解決策は出てい
ない。�

�

意識改革、教育意識改革、教育意識改革、教育意識改革、教育�

��� では、���� 制度の導入により書類の申請にインターネットを経由する場合も、既存
の商流をそのまま横滑りでオンライン化するのではなく、��(（�3.���..� �$%,�..� (��

��#����$��#）の考えと同様に、ビジネス業務そのもの見直しを検討している。特に、���

の担当する物資調達については、インターネットはビジネス遂行のツールの一つと捉えて
いる。インターネットが調達ビジネスプロセスの全体に及ぼす影響を分析し、必要であれ
ば既存の商流を変えて、インターネットを最も効率的な方法で利用することで ���� に対
応していく。�

�

ビジネスプロセスに関わる ��技術は、１年半から２年間のサイクルで新しい技術が導入さ
れており、庁内における技術教育が追いつかない状況にある。また、新技術の導入と同時
に世代間でのデジタルデバイドの問題も浮上することも念頭に置き、個々人がインターネ
ットをツールとして捉えるように教育し、庁内の古い風土を改革していくことも必要とな
っている。�

�

!��による、オンによる、オンによる、オンによる、オンライン・サービスの具体例ライン・サービスの具体例ライン・サービスの具体例ライン・サービスの具体例�

�� 物 資 調 達 の 総 合 ポ ー タ ル サ イ ト （物 資 調 達 の 総 合 ポ ー タ ル サ イ ト （物 資 調 達 の 総 合 ポ ー タ ル サ イ ト （物 資 調 達 の 総 合 ポ ー タ ル サ イ ト （ )������� #�������� �������������
��� ））））�

政府向けの物資調達に関する総合ポータルサイトを構築し、政府機関（買い手）と販
売業者（売り手）がそれぞれ一つのウェブサイト上で調達が可能になるように設計さ
れている。現在は、一日 �
 万件以上のアクセスがあり、��� によるマーケティング
活動を行うことなくその売上げを２倍以上に伸ばした実績を誇る。�

�

�� 物 資 調 達 の 電 子 申 請 シ ス テ ム （物 資 調 達 の 電 子 申 請 シ ス テ ム （物 資 調 達 の 電 子 申 請 シ ス テ ム （物 資 調 達 の 電 子 申 請 シ ス テ ム （ !��� ������� �4
��� ））））�

物資の調達にあたり、�� の政府機関を代表して ��� がリードをとり、１つの電子フ
ォームの作成で物資を調達できるシステムを構築した。���� 年のシステム構築時の
売上高の �G�

万ドルに比べ、	


年度の売上高は１億 	G�

万ドルにまで伸びるほ
ど飛躍的に成長している。�

�

�� スマート･カードの推進活動スマート･カードの推進活動スマート･カードの推進活動スマート･カードの推進活動�

他の政府機関とパートナーを組み、スマート・カードの導入推進活動をリードしてい
る。ビルの出入館や、�!、地下鉄などでの利用を想定している。�

�

�� !��の総合ポータルサイトの構築の総合ポータルサイトの構築の総合ポータルサイトの構築の総合ポータルサイトの構築���
�

一つのビジネス･プロセスを１画面で表示するように設計された総合ポータルサイト
を構築した。同サイトは、市民と政府機関の掛け橋として利用されており、政府期間
の物資の調達から、総合案内、コールセンターなどの技術支援まで幅広く対応してい
る。�

��������������������������������������������������������
����ウェブサイト：.&&1@44)))5�"*7�-�11(5+�$�
����ウェブサイト：.&&1@44)))5+(''*$'�&'+"5+�$�
����ウェブサイト：.&&1@44"+�$5+�$�
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	年 �月 �
日 	時 ��分－時�

参加者：*$��5��,!%�%3#/G�!��3"-��..%,��"���0'���."$�"%$G�

�44�,��%4���"�$#%��$�'��"�&��%&3"�%��
�%/��(�-G��$%#$�'�����#�$G��44�,��%4���4$%'�"�%����,/�%&%#-�

�& �$"������"�$�G�!�$�,"%$G��44�,��%4��,J3�.�"�%���%&�,-�
�
�

23� )���+�&�.���� (�

�.����
��������������������������		�����	������ ��������������������
�

�政府構想は、以下の４つのフェーズに分けて推進・導入している。�

�� フェーズ１：政府から市民への情報公開を、インターネットを経由して行う。�

４つのフェーズの中でも最もシンプルな構造であり、導入技術
も要さないことから、すでに �
�件の実行がされている。�

�� フェーズ２：政府の発行する書類をインターネット経由で取得することが可
能。�

��件が既に実行済みである。�

�� フェーズ３：政府の一つの手続がインターネット上で全て完了する場合を言
う。�

現時点において �
件が実行されている。�

�� フェーズ４：オンラインにて書類申請が行われる段階を言う。�

現時点では ��件の導入が行われている。�

�

� また、政府は各セクターを以下 つのカテゴリーに分類して �政府を導入している。�

o �	�（�% �$�'��"�"%���"�1��）� 政府対市民�  ��
件導入済み�

o �	�（�% �$�'��"�"%��% �$�'��"）� 政府対政府�  ��件導入済み�

o �	�（�% �$�'��"�"%��'�&%-��.）� 政府対従業員�  ���件導入済み�

o �	�（�% �$�'��"�"%��3.���..）� 政府対ビジネス ���件導入済み�

�

���� 制定後に政府が最も神経をつかっている事案の一つに、個人情報の取り扱い
がある。米国市民の間では、政府が個人情報を握ることに関する猜疑心や恐怖心が
あり、これらを払拭しないことには申請書類のオンライン化は難しいと見られてい
る。�

�

例えば、銀行、保険会社、広告代理店など、民間企業において多くのセクターそれ
ぞれが詳細な個人情報を握っている。これら民間セクターは、顧客への更なるサー
ビスの向上を理由に掲げて個人情報を管理し、またセクター間で個人情報の交換を
行っているが、実際には革新的なサービスの向上は見うけられていない。一方で、
政府がよりよいサービスの提供を目指していても、政府による個人情報の管理に対
する抵抗感の高さは、市民の間に根強く残っている伝統がある。まずは草の根レベ
ルでの意識改革が不可避となっている。�

�

政府は、市民へ今後も高いサービスを提供するために調査を実施している。市民の
求めるサービスを調査し、追求する一方で、政府関連事業に対して神経質になりが
ちな市民の伝統を越える努力も行っている。�

�
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�

法令改正について法令改正について法令改正について法令改正について�

���� が制定され、各種申請書類のオンライン化が義務付けられても、これはあく
までも申請手続きの一つの選択肢という扱いを取るため、書面による既存の申請手
続きも継続して取扱うことになる。そのため、日本の政府が計画しているような１
万件にものぼる条例改正義務が発生するのではなく、申請のオンライン化を義務付
ける大枠としての法令を既存の法令に上書きするかたちで制定することで対処する
方針である。�

�

オンライン化の状況についてオンライン化の状況についてオンライン化の状況についてオンライン化の状況について�

	


 年に政府機関の �� 化を定めた条例が制定された際に、数値としては把握して
いないが何割かの機関の手続きが既にオンライン化された。	


 年にオンライン
化されなかった機関のうち、�G


 はその後にオンライン化された。現在残ってい
る �G


 機関については、申請書類ごとにオンライン化するか、あるいは大括りで
一つのオンライン・フォーマットを作成してそれに準ずるよう指導するかというこ
とを、今後個々の機関と意見を交換して詰めていく。�

�

連邦連邦連邦連邦 ���についてについてについてについて�

	

�年末までには、何らかの結果が出る予定である。なお、	

�年 �月 ��日には、
上院政府問題委員会で、「電子政府法案（���% �$�'��"� �,"� %4� 	

�：���
�）」に
関する公聴会が行われた。この法案の目的は、��� 内に連邦 ��� を設置すること
により、電子的な政府サービスの提供や事務処理を促進するとともに、管理能力を
高めることにある。また、公的情報やサービスへ市民が簡単にアクセスできるよう
に、インターネットをベースとした情報技術の使用を基本としたサービス提供のた
めの骨組みを形成することである。�

�

連邦政府機関における連邦政府機関における連邦政府機関における連邦政府機関における !$��遵守の状況について遵守の状況について遵守の状況について遵守の状況について�

	

�年 �月 	�日に ���の ��",/�!����&.ディレクターが下院政府改革委員会の公
聴会で行った証言によると、現在、約 �､


の取引が依然として電子化されていな
い。そのうち �％は、	

� 年の期限までに電子化を完了する予定である。残りの
��％に関しては、その期限までに電子化を完了できないかもしれないが、相応な理
由があるようである。�

�

!��におけるにおけるにおけるにおける !$��遵守に対するアクション・プランについて遵守に対するアクション・プランについて遵守に対するアクション・プランについて遵守に対するアクション・プランについて�

����の遵守に対する ���のアクション・プランは、	


年 ��月 �日に ���に
提出された。��� は過去数年間にわたり、顧客やサービスベンダーのために積極
的に業務の電子化を推進しており、電子政府実現の強力な支持者であると考えてい
る。��� の主要な業務を担当する部署には、*��（*�0�$�&� �3��&-� ��$ �,�）、*��

（*�0�$�&� ��,/�%&%#-� ��$ �,�）、���（�3H&�,� �3�&0��#� ��$ �,�.）、���（�44�,�� %4�

�% �$�'��"D�0�� �%&�,-）があるが、これらの部署における ����に対するアクショ
ン・プランは次のようになっている。�

�

�� *��・・・*�� が運営するどのシステムにおいても電子署名を利用していない
が、�)�（デジタル署名）の分野における進展を注意深くモニターしており、
*�� のビジネスにおけるデジタル署名の効果を定期的に評価していく予定であ
る。�

�� *��・・・���� の遵守事項と照らし合わせると、既に、可能なものは全て電
子的に処理されている。万全を期すため、再度確認を行う予定である。�
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�� ���・・・既に ���の �ビジネス戦略（電子化）に含むべき業務を識別してお
り、���における全ての業務を電子化できるように取組んでいる。�

�� ���・・・��� は、��� 内の様々な部署における ���� 対策の展開や調整に
関して主導的なポジションを占めている。とりわけ、*�0��1��. システム、電
子署名、記録管理などの実務において中心的な役割を担っている。�

�

!$�� 制 定制 定制 定制 定 に よ っ て 影 響 を 受 け る 法 規 制 へ の 対 処 に つ い てに よ っ て 影 響 を 受 け る 法 規 制 へ の 対 処 に つ い てに よ っ て 影 響 を 受 け る 法 規 制 へ の 対 処 に つ い てに よ っ て 影 響 を 受 け る 法 規 制 へ の 対 処 に つ い て�

���� は、予め、広範囲に適用できるように制定された法律である。つまり、
����を制�定することで、さまざまな影響を受けるであろう既存の法規制を一つ一
つ改正するこ�とは予め想定されておらず、既存の法律を変えることなく、書類申
請のオンライン化�が対応できることを狙った大枠の法律である。一方、���� 年に
制定されたクリンガー�コーヘン法は、連邦政府の �� 調達の方法を変えたり、各省
庁に ��� を擁立するなど連邦政府の �� 管理方法を変えることを狙っており、この
場合、調達や �� 管理について定められていた旧来の法律を改正するために制定さ
れたものである。このように、米国では、既存の法律を優先する効力をもつ包括的
法律と、旧来の法律を改正するための法律が共存する。���� は前者の法律であり、
そのため、既存の法律を個々に改正するような動きは連動して発生しない。また、
それは、「ミッション・インポッシブル+���..�%�� �'�%..�H&�」であり、不可能に近
い作業であると見ている。�

�

63� ��������3�&�������.����������		�����	���7���������$����
�

�

連邦調達のシステムの概要連邦調達のシステムの概要連邦調達のシステムの概要連邦調達のシステムの概要�

調達ルールが存在しなかった ��

 年代は連邦の調達に偏りがあったため、��
� 年
に議会が市場競争を義務付けたことにより、現在では �

令にのぼる調達関連法案
が策定されている。�

�

連邦調達システムの根源となる法令には、米国憲法、法令、行政立法、慣習法があ
る。但し、主に強制力を持つのは適宜制定される規則（$�#3&�"�%�）であり、従って
���� が制定されても既存の法令改定を行うのではなく、新たに制定された ����

規則を優先させることになる。また、連邦の調達システムは成文化された統一ルー
ルである連邦調達ルール（*�0�$�&� �,J3�.�"�%�� (�#3&�"�%�.� �-."�'E*�(�）に準じて
行われており、このルールが最も大きな強制力を持っている。�

�

連邦調達システムは、以下の目標を掲げて遂行されている。�

�� 製品及びサービス価値の最大化�

�� コストの縮小�

�� 調達期間の縮小�

�� 競争力の増大�

�� アメリカの地場経済への貢献�

�� ビジネス、技術リスクの軽減�

�� 公平性の維持�
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).�の役割との役割との役割との役割と �%化の流れ（化の流れ（化の流れ（化の流れ（289:年後年後年後年後半－半－半－半－288:年中頃）年中頃）年中頃）年中頃）�

*!� は、米国内の医薬品、食物の安全性の検査を行う責任を担っており、取扱製品は、ワ
クチンなどの医薬品から、血液、食料用産業動物、食糧･食物に至るまで多岐に渡る。そ
れぞれの製品が市場に出されるまでの検査と、市場に投入した後のモニター作業には膨大
な資料を要するため、���
 年代後半から資料を管理する目的で最初の �� 化が推奨された。�

�

*!� の組織は、取扱製品別に分類された事業部門に分権されている。従って、それぞれが
個々に独立してそれぞれのフォーマットで検査資料を提出していたため、重複業務の存在
の可能性が大いにあることも懸念されており、横断的な情報交換のツールが求められてい
た。その結果、*!� における �� 化のもう一つの目標として、これら分権された事業部門
を統括し、統一されたフォーマットで一元管理することが掲げられた。また、新薬検査に
最も大量の検査書類を要するため、コストの削減と書類の検索作業に ��導入の効果が求め
られていた。�

�

*!�へ資料を提出する企業は、その規模や性質がまちまちであることから、*!�は既に市
場でプレゼンスを確立していた標準ソフトである �!* と ��� を統一フォーマットとして
使用した。一方で、規模の小さな企業は、企業内にシステムを導入する資金を捻出するよ
りも従来どおりの書面による資料の提出を多く好んだため、結果的に *!�は電子申請から
書面の申請まで両方のアプローチに対応することとなった。�

�

).�のののの �%化の流れ（化の流れ（化の流れ（化の流れ（288:年後半－年後半－年後半－年後半－"::6年）年）年）年）�

更なる �� 化の必要性を感じたことから、*!� は各企業から審査料を徴収し、回収された
基金を *!� の �� システムへ投資する仕組みの「�!2*�� �」を制定し、オンラインでの書
類提出の基盤作りに注力した。�!2*�� �は、その後に連邦政府が制定した ����の枠組み
の基礎となっている。�

�

一方で、その後も *!�機関内での部門間の情報共有レベルの向上がみられず、検査と書類
が大量に重複していたことから、*!�は �G


万ドルを投入して再度「�!2*�� ��」を制定
した。�!2*�� ���では、*!�は 	

�年までに人薬及び生物薬の市場投入までの検査資料を
全て電子化して管理することを目指している。また、�!2*�� ��により、電子書類の検索や
重複資料のマッチングシステムの能力が向上するため、以前は３－４年を必要としていた
新薬投入の期間が大幅に縮小される見通しである。人薬と生物薬に適用する法律は異なる
ものの、これを超えるオンライン・システムを構築することで全体的なコスト削減の実現
を目指している。�

�

但し、依然としてデジタル・デバイドの障壁は立ちはだかっており、中小規模の企業のほ
とんどは今でも書面による申請を行っており、�

％のオンライン化は難しい状況になっ
ている。�

�

*!� は、新薬検査資料のすべてを電子化させることを目標にしている一方で、医薬品に関
する添付資料は大きな要領を必要とするため、メールによる資料のやり取りは行わず、す



��	�
���

べて �!�(�� か磁器テープにて保管対処をしている。現在、これら *!� 内のデータはす
べて自社内のサーバに保管してあり、検索機能を充実させることにより一つの薬に対して、
薬剤師や医師など別々のニーズからの検索が可能になっている。また、市場への新薬投入
に係わる � メールは、6%$&0� ��,3$�� ��$ �$ を経由して送受信することで、機密情報の管理
を行っている。�

�

また、*!� 機関内でのシステム統一のほかにも、国際的な標準フォーマットの構築にも注
力しており、��;（��"�$��"�%��&��%�4�$��,��%��;�$'%��1�"�%�）プログラムを立ち上げている。�

�

*!� は、申請書類やそれに係わるプロセスのオンライン化が進む一方で、システムのメン
テナンスなどの付随業務が占める割合も増えてきたことから、信用力のある第三者機関へ
のシステム･アウトソーシングを念頭においている。大量のデータの保管管理業務などを
第三者へ委託することにより、*!�は本業へ注力をする意向である。�

�
�
�

参考資料：*%%0���0�!$3#��0'���."$�"�%��組織図�
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下院政府改革委員会技術調達政策小委員会の役割下院政府改革委員会技術調達政策小委員会の役割下院政府改革委員会技術調達政策小委員会の役割下院政府改革委員会技術調達政策小委員会の役割�

ダン・バートン下院議員（共和党イリノイ州選出）が委員長を務める下院政府改革委員会
は、政府の運営に関して幅広く監視を行っている。とりわけ、技術調達政策小委員会では、
�� サービス、電気通信設備の調達など、連邦政府機関における支出が適正に行われている
かどうかをチェックしている。連邦政府機関との関係は、「フレンドリーかつ敵対的」な
ものである。また、同小委員会は連邦・州・地方政府における電子政府への取組みに関し
ても、検証を行っており、州の ��� の存在が、過去数年間の州による強力な近代化（��

化）の要因となっていると結論づけている。�

�

政府改革委員会では、最近、連邦政府の ����（�% �$�'��"�����$D%$5��&�'���"�%���,"）に
対する連邦政府機関の進捗状況に関して公聴会を実施した。その公聴会では、	


 年 �


月に連邦政府機関が提出した ����プランや、��予算と利用の検証を行っている。�

�

!$��に対する取組みに対する取組みに対する取組みに対する取組み�

現在、米国連邦政府においては、���� に対する取組みの真っ只中であるが、政府機関内
部における業務の電子化はそれほど進んでいないのが実状である。例えば、顧客（市民・
ビジネスなど）は申請書類を電子的に受け取ることができるようになってはきたが
（�&�,"$%��,� 4$%�"）、依然として、書き込んだ書類の提出はファックスなどで行われている
ことに端的にあらわれている。その結果、組織内部での事務処理は従来と何ら違わないよ
うなペーパーワークとなっている。�

�

また、政府機関の ���� に対する理解がばらばらであり、政府機関の中には、末端の部分
までその主旨が行き渡っていないところもある。これらの問題に対処するためにも、各機
関におけるリーダーシップやマネージメントのイニシアチブが必要である。�

�

ブッシュ政権と電子政府対策ブッシュ政権と電子政府対策ブッシュ政権と電子政府対策ブッシュ政権と電子政府対策�

ブッシュ政権では、各政府機関のミッションに照らし合わせて、政府職員の数が適切であ
るか、生産性の可否、などを検討中である。電子政府推進に伴う業務の合理化により、組
織内部の誰が実際にその組織から出て行かなければならないのかを決めることが非常に難
しい。�

�

�%関連予算決定のフロー関連予算決定のフロー関連予算決定のフロー関連予算決定のフロー�

まず各政府機関は、政権に対して ��関連の予算案を提出し、その後その案は議会で検証さ
れる。議会は、政府機関に対し、予算案の内容に関する質問を送るとともに、記載された
��プロジェクトのゴールに対する提言を行う。�

�

電子政府実現に向けた方向性電子政府実現に向けた方向性電子政府実現に向けた方向性電子政府実現に向けた方向性�

電子政府の実現には、市民への便益と政府のスリム化という 	 つの大きな目的があるが、
技術調達政策小委員会では、米国における電子政府への取組みは「市民のために、政府機
関の運営改革を行っている」というスタンスだと理解している。�
 億ドルという連邦政
府の ��投資の適正さに関しては、残念ながら検証を行っていない。電子政府の実現に向け
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て、今後の大きなゴールは、①失敗の率を下げること（現在、�F）と、②どのように 	�

連邦政府機関における �G�

 ものプロジェクトを統合していくかということがあげられる。
これらを実現するためにも、お互いがより効果的にコミュニケーションを図る必要がある。
また、今年 � 月に提出された電子政府法案（リーバマン、バーンズ両上院議員が提出）に
は規定が多く、該当団体・個人に対して過度の自主規制作用を及ぼすことを懸念している。�

�

全体としてみると、連邦政府よりも州・地方政府の方が取組みが進んでいる。これは、
州・地方政府の方が、各種公的サービスに関して直接市民と接触機会が多いことから、よ
り市民の具体的なニーズにあわせた電子サービスを提供しなければならない環境にあると
いうことが原因である。�

�

電子政府推進に対する他の政府機関電子政府推進に対する他の政府機関電子政府推進に対する他の政府機関電子政府推進に対する他の政府機関�

現在 ��� には、マーク・フォアマン氏が率いる �� 室がある。また、��� は、予算の権
限をもっていることから、��に関するイニシアチブに対して強い影響力をもっている。�

�

調達に関しては、連邦調達室（���）と密接な関係を持っている。特に ��調達に関しては、
公聴会で証言者として招聘することがある。�

�

連邦政府に �� 管理を義務づけたクリンガー・コーエン法により、���� 年に設置された
��� カウンシルは、	� 連邦政府機関からの代表者を抱え、現在、フォアマン氏が代表とな
っている。�

�

アウトソーシングの実施アウトソーシングの実施アウトソーシングの実施アウトソーシングの実施�

電子政府の構築に向けて、政府機関の中でも、例えば教育省などは、民間プロバイダーで
あるアクセンチュア社（バージニア州に政府担当の部署がある）などと「�/�$�� ���

�� ��#.」���を積極的に推進している。アウトソーシングにより実際に削減したコストは、
議会が受け取り、その使途を決定する。アウトソーシングの賛否には様々な意見があるが、
一般的に政府機関には民間に比べ提供する給与レベルが低く、民間に流出する傾向がある
ことから常に ��人材が不足しており、アウトソースするしかない状況にあるともいえる。
特に今後 ～� 年の間に、連邦政府職員の �
％が退職することは大きな問題となっている。
また、アウトソーシング･プロジェクトを実施していく際には、どのようにそのプロジェ
クトを運営・管理するかという、マネージメントの問題がある。�

�
�
�
�
�

��������������������������������������������������������
����政府機関の業務をアウトソースすることにより削減したコストを、その政府機関と民間サービス・ベンダーとの間
で共有すること。これにより、民間ベンダーは、結果志向になり、コスト削減を生み出す最上の方法を決定する柔軟性
を与えられる。,��" '��,'�'+"%"�&��" $��"(の議事録を参照。�
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	年 �月 ��日 ��時―�+�
時�

参加者：A��,-�����%/�.%�G��8�,3"� ��!�$�,"%$G�!�!���3.���..G�!<��

�/�&&-�C�$&�-��$%3..�$0G��H3.���..��%$$0���"%$G�!<��
�$3,���$%��$"G�!�!���3.���..��$%#$�'��44�,�G�!<��

6�&"�$�����5%�G�!� �.�%���/��4G��&�,"$%��,��%''�$,����#����$��#�!� �.�%�G��%��"��&�,"$%��,�
�%''�$,����#����$��#�!� �.�%��

�
�

国防総省（国防総省（国防総省（国防総省（.�.）における国防兵站局（）における国防兵站局（）における国防兵站局（）における国防兵站局（.-�））））�ビジネス室ビジネス室ビジネス室ビジネス室�

� ビジネス室は、国防総省（!�!）全体にわたって � ビジネス政策の支援をしており、陸、
海、空軍という主要な領域だけでなく、!�! における他の事務的な業務もカバーしている。
主として、従来の文書による業務を電子化する任務を負っている。�

�

現在、民間サービス・プロバイダーに、入札や企画書提出のための共通の情報を提供する
���"$�&� �%�"$�,"%$� (�#�."$�"�%� やビジネスの機会を提供する !%!�3.���.�,%'、または、民
生品や民間企業によるソリューションなどを募集する、!%!� �'�&& などを運営・管理して
いる。また、!�! における電子化を促進するため、ポータルを作成したり、�)�（公共鍵
インフラストラクチャ）を導入したりしている。�

�

!$��への対応への対応への対応への対応�

���� のガイドライン規定が非常に曖昧であり、現在、正確な定義を確認している最中で
ある。自分たちは、���� の規定に沿って、これまでに大部分電子化を完了してきている
と理解しているが、���の解釈とずれがある場合は、別途作業が必要になると考えている。
なお、現在、!�! では、全業務の約 ��F（!�! とのミーティングで、この数字が提示さ
れたが、担当者の言い方によると事実上はこれよりも低いようである）を電子化している。�

�

なお、���� の施行により今後、!�! 内外の業務が電子的な手段で管理・運営されると思
うが、顧客の技術環境やその他の要因によっては、従来のペーパーベースの申請や �!� を
利用した申請などが混在すると想定している。すべてが電子化されるとは思わない。�

�

.�.における取引の現状における取引の現状における取引の現状における取引の現状�

!�! では、過去 
 年にわたり、文書を中心とした業務プロセスから電子的なものへと変
遷してきた。現在の !�! の取引は、業務処理のいろいろな段階でユーザーの直接的な係
わりが必要となっており、非常に煩雑で時間のかかるものとなっている。�

�

.�.のののの �ビジネスビジネスビジネスビジネス�

!�! では、!�! 外部との取引にあたる「��（電子商取引）」と、�� に加え、!�! 内部
のビジネスも含めた「��（電子ビジネス）」���という区分けで、電子政府への取組みを分
類している。現在では、!�! における電子ビジネスは、財務や物品の処理に関するものば
かりでなく、人材やナレッジ（情報M知識）の管理にまで及んでいる。�

�

!�! のビジネスは、「戦争」というコアとなる任務を中心として派生する業務のすべてを
含んでいる。例えば、軍艦、軍用機などのメンテナンスや輸送、軍人のトレーニングなど
が派生した業務としてあげられる。さらに、このような業務を運営面から捉えると、予算
��������������������������������������������������������
������の分野には、卸売りを行う民間企業間（�=&�=�）のものと、企業と顧客もしくは企業と職員間（�=&�=�4�）におけ
る小売りに分類される。��は、この ��に、<�<内部の取引きを加えた総称である。�
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作成、契約管理、エンジニアリング、施設管理、財務管理、人材管理などに分類される。
また、これらの業務は、主として、①取引の開始、②取引に係わる人々への業務の引継ぎ
と管理、③取引に必要なデータの収集・管理、④取引の展開のためのデータ活用、⑤取引
へのアクセス・コントロールとデータの保護、⑥取引やデータの伝達及び分析、というフ
ローに基づいて実行されていく。�

�

�#0��アーキテクチャーの基本原則アーキテクチャーの基本原則アーキテクチャーの基本原則アーキテクチャーの基本原則�

!�!が �ビジネスを実践するためにアーキテクチャを構築する際、①誰もが自分の希望す
る取引にアクセスできること（特に小規模のビジネスに対して）、②相互に運営可能なシ
ステムであること、③業務の連続性が維持できること、④不可価値を高め再利用を可能に
するためのデータを設定すること、⑤セキュリティ保護を行うこと、⑥中央集権的な � ビ
ジネスを排除すること、が基本的な原則となっている。�

�

.�.��#���������<�(�� ��=.�#>?についてについてについてについて�

!��B（!�!� ��3.���..� �8,/��#�）���は、���� 年に !�4��.�� ��4%$'�"�%�� �-."�'.� �#��,-�

9!���:、!�4��.�� <%#�."�,.� �#��,-� 9!<�:、!�4��.�� *����,�� �,,%3�"��#� ��$ �,�� 9!*��:、2��

�$��.�%$"�"�%���%''��0� 92��(�A����:、そして !�! 内の様々なビジネス・システム・
プログラムを担当する部署により開発され、!�! における様々なインターフェースの根底
をなすインフラストラクチャを提供している。!��B は、!�! に係わる様々なユーザーや
連邦政府の顧客へデータ伝送と置換サービスを提供しており、一日でおよそ �

 万もの取
引を処理している。このシステムを通じて、人材管理や経理、また調達や在庫管理、輸送
などの !�! 内部の業務処理ばかりでなく、����6%$&0,%'、2�����5、*�!�B、��?� な
どの民間サービスベンダーとの物品の納入や支払い、契約業務などを包括的に取扱うこと
ができる。取引の送受信は自動的に行われ、情報の送受信者両方が、自動化された受取通
知のメッセージを受け取ることができる。それまでは、送受信者が直接、送受信の確認を
しなければならなかったことから、!��B を導入することによるコスト削減は相当なもの
がある。また、!��B は、正確な監査能力を備えており、警告、警報、そしてシステムの
参加者間で共有される取引の報告書を配布している。なお、このようなシステムを構築す
る際、各部署における人々の具体的な業務を把握するのが一番難しい作業であった。�

�

電子調達電子調達電子調達電子調達�

これまでは、調達担当者は、単に物品のオーダーを書くだけであったが、現在では、どの
物品が一番費用対効果が高いかを調べたり、物品の購入にかかわる交渉に時間を費やすこ
とができるようになっている。�

�

パフォーマンス評価パフォーマンス評価パフォーマンス評価パフォーマンス評価�

� ビジネスにおけるパフォーマンスを評価する際の指標は、�� に対する投資（導入コスト、
メンテナンスコストなど）、�� の使用状況（金額面、顧客、取引内容）、�� の成果（エ
ラー率、取引コスト、在庫コストなど）を総合的に考慮に入れて決定する。また、!�! 全
体として、� ビジネスの評価方法として、���（バランス・スコア・カード）の導入を開
始している。�

�

失業者への対応失業者への対応失業者への対応失業者への対応�

電子政府の推進により業務が合理化されることにより、職を失う人々が出てくるが、職を
斡旋したりはしていない。ただ、!�! 内のポジションに空きが出た場合などは、優先的に
応募できるように配慮している。�

��������������������������������������������������������
�������	年以来、0�+�����9;�が <��2の開発とシステム・インテグレーションを担当している。<��2は現在、オハイ
オ州コロンバスとデイトン、ユタ州オグデン、カリフォルニア州トレーシーの 箇所で運営されている。�
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（１０）2������"��"���0��$�0�'�$5��44�,��

�

	

	年 �月 ��日 ��時 �
分―��時�

参加者：�$"/3$�*���3$,�&&G��&�,"$%��,��%''�$,����""�$.G��44�,��%4�"/���/��4���4%$'�"�%���44�,�$�

�/�$-&����)�1��.5�G��44�,��%4�<�#�.&�"� ����0���"�$��"�%��&��44��$.�
*$�0�$�,5�(���,/'�0"G��0'���."$�"%$G����$,/���0���4%$'�"�%��(�.%3$,�.��0'���."$�"�%��

�3.���)���$%D�G�(�,%$0.G��44�,�$�
<�D$��,������%#3"G�!�$�,"%$G��-."�'��$,/�"�,"3$��?���#����$��#�

�
�

米国特許商標局（米国特許商標局（米国特許商標局（米国特許商標局（���$����������%������+��		���））））�

商務省が所管する米国特許商標局は、「���$,/���0� ��4%$'�"�%��(�.%3$,�.��0'���."$�"�%�」、
「�44�,�� %4� ��$%&&'��"� ��0�!�.,��&���」、「�44�,�� %4� ��4%$'�"�%�� �-."�'� ��,3$�"-」、「��"��"�

(���#����$��#� �-."�'.� !� �.�%�」、「A�"D%$5� ���$�"�%�.� !� �.�%�」、「�44�,�� %4� �-."�'�

�$,/�"�,"3$����0���#����$��#」、「;�&��!�.5���$ �,�.�!� �.�%�」から成っており、米国におけ
る特許や商標、著作権に関する業務を所管している。とりわけ電子政府に関しては、国際
的な整合性を図るため、米国、日本、ヨーロッパの間で協力しながら電子政府を推進して
いる。国内的にも、公共鍵インフラストラクチャを積極的に利用したり、電子ビジネス・
センター（�&�,"$%��,� �3.���..� ���"�$）を設置し、顧客や 2����内の部署が 2����による
様々な電子的なイニシアチブの恩恵を享受できるように支援を行っている。�

�

2���� では、①特許・商標の申請、②特許・商標申請のステータスの確認、③	 時間体
制の問合せ対応、の分野において、業務効率のアップに取組んでいる。�

�

なお 2���� は、政府機関の中でも特殊で、特許や商標の申請などで受取った手数料など
を、内部の他の業務へ充当することができる点で、民間企業のような運営を行っている。
このようなコスト削減に対する意識の高さが、2����が米国政府における �ビジネスの推
進において主導的な機関の一つであると評価されている所以である。�

�

特許電子ビジネスセンター（特許電子ビジネスセンター（特許電子ビジネスセンター（特許電子ビジネスセンター（$������������������#��������������））））�

特許電子ビジネス・センターでは、特許の申請者が電子的に申請ができるようなアクセス
を提供している。公共鍵インフラストラクチャを利用した 2���� 独自のソフトウェアと
セキュリティ技術を使用することにより、インターネット上で電子申請ができる電子ファ
イリング・システム（�*�）���と、インターネット上で申請状況や過去の申請歴をチェッ
クできる特許申請情報検索システム（���(）を導入している。同様に、商標を担当する部
門では、商標電子申請システム（����）と商標申請情報検索システム（��((）を導入し
ている。�

�

!$��対策対策対策対策�

2���� では、電子政府の構築に向けて、「戦略的情報技術計画」を策定している。また、
特許法の改正法である、米国発明者保護法（�'�$�,��� �� ��"%$.� �$%"�,"�%���,"）の施行にも
後押しをされるかたちで、	

� 年 �
 月に設定された ���� 遵守の期限に向けて、非常に

��������������������������������������������������������
����オンライン申請には、申請書類作成、送信支援を行うソフトウェア "��>�A��"�&� ������'�8'+��+�'�*�>'��*'&������+��"B

をダウンロードして利用する。ソフトウェアには書類記入を支援する 2,0 機能がついており、記入漏れの確認などを
自動的に行うことができる。さらに送信の際、ソフトウェアが自動的に書類をイメージファイルに変換、暗号化、ファ
イル圧縮、デジタル署名を行い、特許商標局にインターネットを通じて送信する。申請書類が受信されると、特許商標
局から折り返し受領番号、日時などが記載された電子メールを受け取ることができる。このサービスでは、実用新案特
許、以前紙ベースで出願した特許の再提出のみ行うことができるが、デザイン特許や国際特許などの申請はできない。�



��	�����

積極的に業務の電子化に取組んでいる。また、2����のスタッフは、連邦 �)�ガイダンス
や A���（国立標準技術研究所）ガイダンスなどを通じて、��� による ����ガイダンス
の作成に携わっている。また、�)� に関して、米国国立公文書館（A�"�%��&� �$,/� �.� ��0�

(�,%$0.��0'���."$�"�%��E�A�(�）のガイダンス策定にも係わっている。�

�

���� を遵守する際には、����$D%$5�(�03,"�%���,"、�$� �,-��,"、そして外国に対して（特
に中国）暗号技術を使用する際には、特許の輸出先の法律に配慮する必要がある。技術面
に関しては、弁護士事務所がオンライン上で電子申請を行う際のコンフィギュレーション
の問題を抱えており、今後電子申請を普及するためにも大きな問題となっている。また、
ユーザーからの質問に的確に把握する必要があり（法的な質問なのかハードウェアに関す
る質問なのかなど）、ウェブサイト上で「*$�J3��"��.5�0�O3�."�%�.9*�O:」を充実させると
ともに、	 時間のカスタマー・サポート・センター（*�8、��&、�'��&、6�&5��� に対応）
をし、積極的にユーザーサポートを行っている。�

�

電子媒体（�'�#�� ."%$�#�）の保存容量は、現在、� テラバイトであるが、来年は �

 テラ
バイトまで容量を増やす予定である。また、電子申請の上限は、�
 メガバイトとなってお
り、将来的に増加する予定で現在調査中である。�

�

パフォーマパフォーマパフォーマパフォーマンス評価ンス評価ンス評価ンス評価�

「戦略的情報技術計画」の中に、全てのプロジェクトに対してそれぞれパフォーマンスの
評価基準が設定されている。�

�

業務の電子化によるビジネスの合理化業務の電子化によるビジネスの合理化業務の電子化によるビジネスの合理化業務の電子化によるビジネスの合理化�

2���� では、電子申請などを積極的に採用することにより、内部の事務処理を合理化する
とことができ、顧客（市民やビジネス）と政府の両方に対して、時間とお金を節約するこ
とができた。�

�

また、ユーザーから特許の申請書類がオンライン上で送信された場合、その受取りの通知
を自動的に � メールで送っている。��� 従来の特許申請は、紙ベースで行われており、手
作業でシステムに入力するという方法であった。受領通知に関しても申請者は、	～� ヶ月
末 必 要 が あ っ た こ と か ら 、 大 幅 に 業 務 効 率 を ア ッ プ し た と い え る 。�

��

電子政府構築と国際的名整合性電子政府構築と国際的名整合性電子政府構築と国際的名整合性電子政府構築と国際的名整合性�

電子政府を実現するには、米国、日本、ヨーロッパが協力したり、お互いの国のモデルを
見習うことが重要である。�

�
�
�

��������������������������������������������������������
����これは、あくまでも受取りの通知であって、ファイリングが完了したというものではない。送られてきた書類は、
後日、手作業により最終確認をしている。�
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平成１３年度電子政府行政情報化事業�

（オンライン制度的課題への対応）�

���
��オンライン制度的課題への対応における電子政府関連の諸課題への対応�
�
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�������������第１編�電子政府推進に係る規制緩和関連調査�

�
（その３）�

北米における電子政府の実態・推進体制に関する調査�

�
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�
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